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図 3-2-3.2 鳥獣保護区等位置図

出典 :「平成27年度 千葉県鳥獣保護区等位置図」(平成27年 11月 1日 現在)

(千葉県)
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備

１

２

(3)公害防止に係る指定及び規制の状況

ア.大気汚染

(ア )環境基準

環境基本法に基づ く大気汚染に係 る乗慌基準は、表 3-2-8.5(1),(2),(3)F

示す とお りである。なお、ダイオキ:/1/坂 に係 る環境基準は、「工.ダイオキシン

類」の項に記載する。

表 3-2-8.5(1)大 気の汚染に係 る環境基準

浮遊粒子状物質 とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が 10μ m以 下のものをい う

光化学オキシダン トとは、オゾン、パーオキシアセチルナイ トレー トその他の光化学反応により生成 される酸

化性物質 (中 性 ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限 り、二酸化窒素を除く)を い う

二酸化いお う、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダン ト :「 昭和 48年 環告第 25号 J

二酸化窒素 :「 昭和 53年 環告第 38号」

表 3-2-8.5(2)大 気の汚染に係 る環境基準 (ベ ンゼン等 )

ベンゼン、 トリクロロエチ レン、テトラクロロエチレン :「 平成 9年 秦告第 4号 」

ジクロロメタン :「 平成 13年 環告第 30号 J

表 3-2-8.5(3)大 気の汚染に係 る環境基準 (微小粒子状物質 )

備 )微小粒 子 物質 とは、大気中に浮遊する粒子状物 であつて、粒 が 2 5μ mの 粒子を 50%の 割合で分離でき

る分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去 した後に採取される粒子をい う。

浮遊粒子状物質 二酸化窒素 光化学オキシダント物 質 二酸 化 いお う 一酸化炭素

1時 間 値 が

0,06ppm以 下であ

ること。

1時 間値 の 1日 平均

値 が 0,10 mg/ポ 以下

であ り、かつ 1時 間値

が 0 20 mg/ポ以下で

あること9

1時 間 値 の 1

日 平 均 値 が

0.04 か  ら

0 06ppmま での

ゾ ー ン 内 又 は

そ れ 以 下 で あ

ること。

環境

上の

条件

1時 間 値 の 1

日 平 均 値 が

0,04ppm以 下で

あ り、かつ 1時
間 値 が 0 1ppm

以 下 で あ る こ

と。

1時 間値 の 1日

平均値 が 10ppm

以下であ り、か

つ 1時 間値 の 8

時 間 平 均 値 が

20ppm以 下で あ

ること。

ザ ル ツ マ ン試

薬 を用 い る 吸

光 光 度 法 又 は

オ ブ ン を 用 い

る化学発光法

中性 ヨウ化カ リウ

ム溶液 を用いる吸

光光度法若 しくは

電量法、紫外線吸

収法又はエチ レン

狩用いる化学発光

法

非分散型赤外分

析計 を用 い る方

法

濾 過 捕集 に よる重量

濃度 沢1定 方法又 は こ

の方法 に よつて測 定

され た重 量濃度 と直

線 的 な関係 を有す る

量 が得 られ る光散 舌L

法、圧電天びん法若 し

くはベー タ線吸収法

沢1定

方法

溶 液 導 電 率 法

又 は 紫 外 線 蛍

光法

物質 ベ ンゼ ン トリクロロエチ レン テ トラクロロエチ レン ジクロロメタン

環境上

の条件

1年 平均値が 0,003 ng/

ポ以下であること。

1年 平均値が 0,2 mg/

ボ以下であること。

1年 平均値が 0.2 ng/

ポ以下であること9

1年 平均値が 0,15 mg/

ポ以下であること。

測定

方法

キャニスター若 しくは捕集管により採取 した試料をガスクロマ トグラフ質量分析計により測定する方

法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法。

微小粒子状物質物質

1年平均値が 15μ g/ば以下であ り、かつ、 1日 平均値が 35μ g/ば 以 下であること。
環境上

の条件

測定

方法

微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、

濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によつて測定された質量濃度 と等価な値が得 られると

認められる自動沢」定機による方法
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(イ )県環境 目標値

千葉県は、二酸化窒素に係 る環境 目標値を、表 3-2-8.6に 示す ように定め

ている。

表 3-2-8,6 二酸化窒素に係 る千葉県環境 目標値

日平均値の年間 98%値 が 0.04ppm以 下

「昭和 54年 大第 114号 環境部長通知」

イ.水 質汚濁

(ア )環境基準

a 公共用水域

環境基本法に基づ く公共用水域における水質の汚濁に係 る環境基準は、人の健

康の保護に関する環境基準 と生活環境の保全に関する環境基準 とに分けて設定さ

れている。

人の健康の保護に関す る環境基準は、全公共用水域について一律に適用 される

ものであ り、生活環境の保全に関す る環境基準は、河川、湖沼及び海域毎に指定

された各公共用水域の水域類型毎に設定 されている。

水質の汚濁に係 る環境基準は、表 8-2-8,7(1),(2)に 示す とお りである。

排水先の環境基準の類型指定状況は、表 3-2-8.8(1),(2)に 示す とお りであ

り、直接の排水先河川である御腹川 には BOD等 の水質汚濁に係 る環境基準につい

てはA類型が指定 されてお り、御腹川が流入する小櫃川上流側 にはA類型が、下

流側 には B類型が指定 されている。また、水生生物の保全に係 る環境基準につい

ては小櫃川及び御腹川の企域に生物 Bが指定 されている。

また、ダイオキシン類に係 る環境基準は、「工.ダイオキシン類」の項に記載す

る。

b.地下水

地下水の水質汚濁に係 る環境基準は、表 3-2-8,9に 示す とお りである。
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表 3-2-8.7(1)水 質汚濁に係る環境基準

【人の健康の保護に関する環境基準 (全公共用水域)]

注 1)基 準値は年間平 値 とする。ただ し、全シアンに係る基準値については、最高値 とする。

2)「 検出されないことJと は、当該項 目毎に指定された涙‖定方法により測定 した場合におい て、測定

結果が当該方法の定量限界を下回ることをい う。

3)海域については、ふつ素及びほ う素の基準値は適用 しない。

4)硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 4321、 43,23、 4325又は 4326に より測定され

た硝酸イオンの濃度に換算係数 02259を 乗 じたものと規格 4311こ より測定された亜硝酸イオンの

農度に換算係数 03045に 乗 じたものの和 とする。
「昭和 46年 環告第 59号 」
「平成 26年 環告第 126号 」

基準値 達成 期 間 該当水域項  目

0.003‖ g/1`以 下:カ ドミウム

検出 されないこと全 ンア ン

鉛 0.01 mg/L以 下

六価 ク ロム 0.05 mg/L以 下

0,01 mg/L以 下砒 素

0,0005 mg/L以 下総水銀

検出 されないことアル キル 水銀

検出 されないことPCB

0.02 mg/し 以下ジ ク ロ ロメタン

四塩化炭素 0.002 mg/L以 下

1,2ジ ク ロロエ タン 0.004 ng/L以 下

0.l mg/L以 下1,1ジ クロロエチ レン

0.04 mg/し 以下シス 1,2-ジ クロロエチ レン

l mg/L以 下1,1,1 トリクロロエタン

0 006 mg/L以 下1,1,2ト リク ロロエ タン

トリクロロエテ レン 0,01 mg/L以 下

テ トラク ロロエチ レン 0.01 mg/L以 下

0.002 ng/L以 下1,3ジ クロロプロペン

0 006 mg/L以 下チウラム

0,003 mg/L以 下シマジン

0,02mgん 以下チオベ ンカルブ

0 01 mg/L以 下ベ ンゼ ン

セ レ ン 0.01 mg/L以 下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/L以 下

ふっ素 0,8 mgん 以 下

ほ う素 l mg/L以 下

設 定 後 直 ち に

達成 され、維持

され る よ うに

努 め る もの と

す る。

全公共用水域

1,4ジ オキサン 0.05 mg/L以 下
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基準値項

目

類

型

利用 目的

の適応性
水 素イオ ン

濃度

(pH)

生物化 学 的

酸 素要求 量

(BOD)

浮遊物 質 量

(SS)

溶 存酸素量

(DO)

大腸菌群数

AA

水道 1級

自然環境保全

及 び A以 下 の欄

に掲げるもの

上

下

以

以

l mg/L

以下

25 mg/L

以下

7.5 mg/L

以上

50MPN/

100mL以 下

A

水道 2級
水産 1級
水浴

及 び B以 下 の 欄

に掲 げ る もの

同 上
2 mg/L

以下
同 上 同 上

1,000MPN/

100mL以 下

B

水道 3級
水産 2級
及 び C以 下 のホ閲

に掲げるもの

同 上
3 mg/L

以下
同 上

5 mg/し

以上

5,000ヽlPN/

100mL以 下

C

水産 3級
工業用水 1級
及 び D以 下 の 欄

に掲げるもの

同 上
5 mg/L

以 下

50 mg/L

以下
同 上

D

工業用水 2級
農業用水

及 び Eの 欄 に掲

げるもの

60以 上

8.5以 下

8 mg/L

以下

100 mg/し

以下

2 mg/L

以上

E
工業用水 3級
環境保全

同 上
10 mg/L

以下

ごみ等の浮遊

が認め られな

いこと

同 上

備考

1基 準値 は、 日間平均値 とする (湖 沼、海域 もこれ に準ずる。)。

2農 業用利水点については、水素イオン濃度 6.0以 上 7.5以 下、溶存酸素量 5 mg/L以 上とする
(湖 沼もこれに準ずる。)。

表 3-2-8.7(2)水 質汚濁に係る環境基準

【生活環境の保全に関する環境基準 (河川 (湖 沼を除く))】

ア

注 1)自 自然探勝等の環境保全
2)水道 1級 :ろ過等による簡易な浄水操作を行 うもの

水道 2級 :沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行 うもの
水道 3級 :前処理等を伴 う高度の浄水操作を行うもの

3)水産 1級 :ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2級及び水産 3級の水産生物用
水産 2級 :サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3級の水産生物用
水産 3級 :コ イ、フナ等β―中腐水性水域の水産生物用

4)工業用水 1級 :沈澱等による通常の浄水操作を行 うもの
工業用水 2級 :薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水 3級 :特殊の浄水操作を行うもの

5)環境保全 :国民の日常生活 (沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
「昭和 46年 環告第 59号 J

「平成 26年 環告第 126号 」
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イ

項 目 水生生物の生虐、状況

の適応性

基準値

該当水域
全亜鉛

ノ ニ ル フ ェ ノ ー

ル

直鎖 アル キルベ

ンゼ ンスル ホ ン

酸及 tド そ の塩

生物 A

イフす .サ ケマ ス等 しヒ

較 的低 温 域 を好 む 水

生 生物 及 び これ らの

餌 生 物 が 生 虐、す る水

域

0.03 mg/L

以下

0.001 mg/L

以下

0 03 mg/L

以下

第 1の 2の

(2)イこよ り

水 域 類 型

ご と に 指

定 す る 水

域

生物特 A

生物 Aの 水域の うち、

生物 Aの 欄 に掲 げ る

水生生物の産卵場 (繁

殖場)又 は幼稚仔の生

育場 と して特 に保 全

が必要な水域

0.03 mg/し

以 下

0.0006 ng/L

以下

0 02 ng/し

以下

生物 B

コイ、フナ等比較的高

温域 を好 む 水 生 生 物

及 び これ らの餌 生 物

が生息す る水域

0 03 ng/し

以 下

0.002 mg/L

以 下

0,05 mg/し

以 下

生物特 B

生物 A又 は 生 物 Bの
水域の うち、生物 Bの

欄 に掲 げ る水 生 生物

の産卵場 (繁殖場)又
は幼 稚 仔 の 生 育 場 と

して特 に保 全 が 必 要

な水域

0.03 mg/L

以下

0.002 mg/L

以下

0 04 mg/L

以下

備 考

1 基準値は、年間平均値 とす る (湖 沼、海域 もこれに準ず る。)。

「昭和 46年 環告第 59号 」

「平成 26年 環告第 126号 J

表 3-2-8,8(1)水 質汚濁に係 る環境基準の類型を当てはめる水域の指定 (BOD等 )

注)イ
ロ

ちに達成

b年 以内で可及的〕みやかに達成

小櫃川上流 :「 平成 5年 千葉県告示第 377号 の 4」

小櫃川下流、御腹川 :「 平成 48年 千葉県告示第 605号 」

表 3-2-8.8(2)水 質汚濁に係 る環境基準の類型 を当てはめる水域の指定 (水 生生物 )

水域類型 達成期間範  囲水域名称

A イ御腹川合流点より上流で亀山ダム貯水池を除 く小櫃川上流

ロB小櫃川下流 御腹川合流点 より下流

A ロ全 域御腹川

水域名称 範  囲 水域類型 達成期間

小櫃川 全 域 生物 B イ

御腹川 全 域 生物 B イ

注)イ :直 ちに達成
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表 3-2-8.9 地下水の水質汚濁に係 る環境基準

注 1 準値は年間平均値 とす る。ただ し、 シアンに係 る基準値については、最高値 とする。
2)「 検出されないこと」とは、当該項 目毎に指定された測定方法により測定 した場合において、測
定結果が当該方法の定量限界を下回ることをい う。

3)硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 K0102の 43.21、 4323、 43.2.5又 は 43.26に よ
り測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 02259を 乗 じたもの と規格 K0102の 431に より測定さ
れた亜硝酸イオンの濃度に換算係数 08045を乗 じたものの和 とする。

4)1,2-ジ クロロェチ レンの濃度は、規格 K0125の 51、 52又 は 532に より測定 されたシス l本 の
濃度 と規格 K0125の 51、 52又 は 531に より測定された トランス体の濃度の和 とする。

「平成 9年 環告第 10号 J

「平成 26年 環告第 127号 」

項  目 基準値 達成期 間 対 象

カ ドミウム 0.003 mg/L以 下

全 シ ア ン 検出されないこと

鉛 0,01 mg/L以 下

六価 クロム 0.05 mg/L以 下

砒 素 0.01 mg/L以 下

総水銀 0.0005 mg/L以 下

アルキル水銀 検出されないこと

PCB 検出されないこと

ジ ク ロ ロメ タン 0,02 mg/L以 下

四塩化炭素 0.002 mg/L以 下

塩 化 ビニル モ ノマー 0,002 mg/L以 下

1,2-ジ ク ロ ロェ タン 0.004 mg/L以 下

1,1ジ クロロェチ レン 0.l mgん 以下

1,2ジ ク ロ ロェチ レン 0 04 ng/L以 下

1,1,1-ト リクロロエタン l mgん 以 下

1,1,2 トリクロロエタン 0 006 mgん 以 下

トリクロロエチ レン 0.01 mg/L以 下

テ トラ ク ロ ロエチ レン 0.01 mg/L以 下

1,3ジ ク ロ ロプ ロペ ン 0.002 mg/L以 下

チ ウラム 0,006 mg/L以 下

シマ ジ ン 0,003 mg/L以 下

チオベ ンカルブ 0,02mg/L以 下

ベ ンゼ ン 0.01 mg/L以 下

セ レ ン 0 01 mg/L以 下

硝酸性窒素及び亜硝酸性 窒素 10 mg/L以 下

ふ つ素 0 8 mg/L以 下

ほ う素 l mgん 以 下

1,4ジ オキサン 0 05 mg/L以 下

設 定後直ちに

達成 され、維

持 され るよ う

に努 めるもの

とす る。

すべての地下

水
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(イ )廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく排水基準

廃棄物の処理及び清掃に関す る法律に基づ く「一般廃棄物の最終処分場及び産

業廃棄物の最終処分場に係 る技術上の基準を定める省令」 (昭 和 52年総理府・厚

生省 令第 1弓 )イ「 より、管理型のだ業廃秦物の最終怨分場の浸出水処理設備から

の放流水の排水基準は、表 3 2 8.10に 示す とお り定められているc

(ウ )千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱に基づ く排水基準

千葉県は 「千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関す る指導要綱」 (昭

和 61年 4月 1日 制定)第 4条第 6項の規定に基づ く「廃棄物処理施設の維持管理

に関す る基準Jに より、廃棄物の最終処分場か らの放流水の排水基準 を、表 3-

2-8.Hに 示す とお り定めている。

(工 )君津市小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例に基づ く排水基準

君津市は 「君津市小櫃川流域に係 る水道水源の水質の保全に関す る条例」 (平

成 7年 君津市条例第 15号)に より水道水源の水質を保全す ることが必要な地域

として「水道水源水質保全地域」を指定 し、指定地域内の廃棄物の最終処分場から

の排出水の排水基準を、表 3-2-8.12に 示す とお り定めている。

事業実施区域は、水道水源水質保全地域に指定 されている。

(オ )水稲の生育に対する水質汚濁の目安 (参 考 )

下流の御腹川流域で稲作が行われていることから、「農林公害ハン ドブ ック (改

訂版)J(平 成 2年 3月 千葉県農業試験場)に掲載 されている水稲の生育に対す

る水質汚濁の 目安 としての値、化学的酸素要求量 (COD);8mg/L、 全窒素 (TN);

8mg/L、 塩化物イオン濃度 500～ 700 mg/Lを 参考 とする。
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項    目 排 水 基 準
アルキル水銀化合物 検出されないこと。
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 一リットル |こ つき水銀○・○○五ミツグラム以下
カドミウム及びその化合物 ―ジットル |こ つきカドミウム○・○三ミリグラム以下

―リットルにつき鉛○・―ミリグラム以下

ン

|こEP
メ ンベンゼニルチオロル ヽフチ フト ノ

ホスホ
―ジットルにつき―ミリグラム以下

六価クロム化合物 トルイこつ一 リ ロム○・五ミリグラム以下
砒素及びその化合物 一 リ ―ミリグラム以下トルイこつ

シアン化合物 ルにつきシアンーミツグラ 下

ポリ塩化ビフェニル 一リットルにつきO・ ○○三ミリグラム以下
トリクロロエチレン 一リットルにつき○・三ミツグラム以下
テトラクロロエチレン ―リットル |こ つき○・―ミツグラム以下
ジクロロメタン 一リットル |こ つき○・ニミリグラム以下
四塩化炭素 一リントルにつき○・○ニミリグラム以下
―・ニージクロロェタン 一リットル |こ つき○・O四ミリグラム以下
―・一―ジクロロェチレン 一リットルにつき―ミリグラム以下
シスーー・ニージクロロェチレン ―リットルにつき○・四ミツグラム以下
―・―・一―ホツクロロエタン 一リットルにつき三ミツグラム以下
―。―・三―トリクロロエタン 一リットル |こ つ グラム以下

三―ジクロロプロペン トルイこツつ一 リ ○ニミツグラム以下
チウラム トルにつ ○・○六ミノグラム以下
シマジン ル |こ つ ○・O三ミツグラム以下
チオベンカルブ 一リントルにつき○・ニミツグラム以下
ベンゼン 一リントルにつき○・―ミツグラム以下
セレン及びその化合物 一リントルにつきセレン○・―ミリグラム以下
―・四―ジオキサン 一ノットルにつき○・五ミリグラム以下

ほう素及びその化合物 五〇ミリグラム
の一リットルに ム以下

つツ

下

ふつ素及びその化合物
一リットルにつきふつ素一五ミリグラム以下 (海域以外の公共用水域に排出さ
れるものは、当分の間、適用するものとする。)

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及
び硝酸化合物

一リットルにつき、当分の間、アンモニア性窒素にO・ 四を乗じたもの、亜硝酸
性窒素及び硝酸性窒素の合計量二〇〇ミツグラム以下

水素イオン濃度 (水素指数)

海域以外の公共用水域に排出されるもの五・人以上ノ(1六 以下 海域に排出
されるもの五・〇以上九・o以下

生物化学的酸素要求量 一リットルにつき六〇ミツグラム以下
求 量 一リットルにつき九〇ミリグラム以下

浮遊物質量 一リットル |こ つき六〇ミツグラム以下

ヱ坐了イレヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有∋ 一リットルにつき五ミリグラム以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量鰻嚇勲勿ユ由月旨類含有∋ 一リットルにつき三〇ミツグラム以下
フェノール類含有量 つき五ミリグラム以下
銅含有量 一リットルにつき三ミツグラム以下

一リットルにつきニミリグラム以下
一リットルにつき一〇ミリグラム以下

溶解性マンガン含有量 一リットルにつき一〇ミリグラム以下
クロム 有 量 グラム以下一リットルにつき
大月テ〃ユ菌群数 一立方センチメートルにつき日間平均三、○○○個以下
窒素含有量 一リットルにつき一二〇 (日 間平均六〇)ミ リグラム以下
燐含有量 平均ノ ミリグラム一リットルにつき一六 日

1「検出されないこと」とは、第二条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法
の定量限界を下回ることをいう。
2「 日間平均Jによる排水基準値は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
3海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放流水につ

いては化学的酸素要求量を除く。
4窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定

める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域 (湖 沼であつて水の塩素イオン含有量が一リットルにつき
九、○○○ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)と して環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排
出水に限つて適用する。
5隣含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める

湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれら1こ流入する公共用水域
に排出される排出水に限つて適用する。

備 考

表 3-2-8,10 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づ く排水基準
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表 3-2-8.11 千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱に基づく俳水基準

排 水 基 準目項

0 01mg/L(1)カ ドミウム及びその化合物

不検出合 物(2)シ ア ン

不検出合 物(3)

0. lnI日 /L(4)鉛 及びその 合物

0.05m宮 /L(5)六価 クロム化合物

(6)石ケヒ素及びその化合物 0 05mg/L

0 0005m胃 /L(7)水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

不検出(8)ア ルキル水銀化合物

不検出(9)PCB
0.lmg/L(10)ト リクロロエチ レン

0 1mg/L(11)テ トラクロロエチ レン

0.2mg/L(12)ジ ク ロロメタン

0,02mg/L(13)四 塩化炭素
0.04mg/L(14)1,2-ジ クロロエタン

img/L1-ジ クロロエチ レン15)1

0.4m日 /L(16)シ スー 1,2-ジ クロロエチ レン

3mg/L(17)1,1,1-ト リクロロエタン

0.06mg/L(18)1,1,2-ト リクロロエタン

0 02mF〔 /L(19)1,3-ジ クロロプロペ ン

0 06m冒/L(20)チ ウラム

0 03m質 /L(21)シ マジン

0.2mg/L(22)チ オベ ンカルブ

0 1mg/L(23)ベ ンゼ ン

0.lmg/L(24)セ レン及びその化合物

海域230mg/L 海域以外 10mg/L(25)ほ う素及びその化合物

海域 10mg/L(15mg/L)※ 1 海域以外8mg/L(26)ふ つ素及びその化合物

100mg/L(27)ア ンモニア、アンモニ ウム化合物

亜硝酸化合物及び硝酸化合物

0.5 mg/し (10mg/L)※ 2

有

害

物

賞

関

係

(28)と ,4-ジ オキサン

海域5,0～ 90 海域以外 5,8～ 8.6(1)水 素イオン濃度指数

20m富 /L(10mg/L)※ 5(2)生物化学的酸素要求量 ※ 3

(3)イ監学的酸素要求量 ※ 4 1 Om 5(

5

2

40

/

/

L

L

/

/

※

※(4)浮 遊物質量

3mg/L (2mg/L ※ 5(5)鉱油類含有量

5mg/L(3mg/L)※ 5(6)動 植物油脂類含有量

0 5mg/し(7)フ ェノール類含有量

lmg/L(8) 1同 有 量

lm富 /L(9)亜鉛含有量

5m富/L(lm冨/L)※ 5(10)溶 解性鉄含有量

5mg/L(lmg/L)※ 5(11)溶 解性マンガン含有量

0.5mg/L(12)ク ロム含有量

3,000個 /c m3(13)大 腸菌群数

120m冨/L《 日間平均 60mg/L》  ※ 7(14)窒 素含有量 ※ 6

16mg/L《 日間平均8ng/L》 ※ 7

有

害

物

質

以

外

(15)燐 含有量 ※ 6

1 は 30 日

※ 2:規則附則 (平成 25年 2月 21日 環境省令第 3号 )第 2条 から第 5条 の経過措置が適用される間、梧弧内

の基準値を適用。
※ 3:生物化学的酸素要求量は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出する場合に限 り適用。

※ 4:化学的酸素要求量は、海域及び湖沼に排出する場合に限 り適用。
※ 5:( )内 値は排水量 500∬ /日 以上。
※ 6:日 間平均による許容限度は、 1日 の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

※ 7:《 》内値は東京湾に排出する場合にあわせて適用。

出典 :千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱集(平成 28年 3月 千葉県環境生活部廃棄物指導課 )
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表 3-2-8.12 君津市小倒 |1流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例に基づく排水基準
項 目 許 容 限 度

人

の

健

康

1こ

係

る

被

害

を

生

じ

る

お

そ

れ

が

あ

る

物

質

カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 カ ド ミ ウ ム 0.01mg/L
シ ア ン 合 物 検 出 され な い こ と

有 機 りん 化 合 物 (パ ラ チ オ ン 、 メ チ ル パ ラ チ オ ン 、
メ チ ル ジ メ トン 及 び EPNに 限 る 。 )

検 出 され な い こ と

鉛 及 び そ の 化 合 物 鉛 0,lmg/L
六 価 ク ロ ム 及 び そ の 化 合 物 六 価 ク ロ ム 0 05mg/L
砒 素 及 び そ の 化 合 物 砒 素 0.05mg/L
水 銀 及 び ア ル キ ル 水 銀 そ の他 の 水 銀 化 合 物 水 銀 0.0005mg/L
ア ル キ ル 水 銀 化 合 物 検 出 され な い こ と
ポ リ塩 化 ビ フ ェ ニ ル 検 出 され な い こ と

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.3mg/L
テ トラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.lmg/L
ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.2mg/L
四 塩 化 炭 素 0,02mg/L
1,2-ジ ク ロ ロ ェ タ ン 0 04mg/L
1,1-ジ ク ロ ロ ェ チ レ ン lmg/L
シ スー 1,2-ジ ク ロ ロ ェ チ レ ン 0 4mg/L
1,1,1-ト リ ク ロ ロ エ タ ン 3mg/L
1,1,2-ト リ ク ロ ロ エ タ ン 0,06mg/L
1,3-ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 0,02mg/L
チ ウ ラ ム (チ ラ ム ) 0 06mg/L
シ マ ジ ン (CAT) 0 03ng/L
チ オ ベ ン カ ル ブ 0.2mg/L
ベ ン ゼ ン 0.lmg/L
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 セ レ ン 0.lmg/し
ほ う素 及 び そ の 化 合 物 ほ う素 10mg/L
ふ つ 素 及 び そ の 化 合 物 ふ つ 素 8mg/L

ア ン モ ニ ア 、 ア ン モ ニ ウ ム 化 合 物 、 亜 硝 酸 化 合 物

及 び 硝 酸 化 合 物

ア ン モ ニ ア 性 窒 素 に 0.4を 乗

じた も の 、亜 硝 酸 性 窒 素 及 び 硝

酸 性 窒 素 の 合 計 量 100mg/L
1,4-ジ オ キ サ ン 0 5mg/し

上

記

以

外
の

す)'
出
水
の

イラ
染

状
態
に

係
る

も
の

水 素 イ オ ン 濃 度 58以 上 8.6以 下

生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 20mg/L
化 学 的 酸 素 要 求 量 20mg/L
浮 遊 物 質 量 40mg/L
ノル マ ル ヘ キ サ ン抽 出 物 質 含 有 量 (鉱 油 類 含 有 量 ) 3mg/L
ノ ル マ ル ヘ キ サ ン 抽 出 物 質 含 有 量 (動 植 物 油 脂 類

含 有 量 )

5mg/L

フ ェ ノ ー ル 類 含 有 量 0 5mg/L
銅 含 有 量 lmg/L
亜 鉛 含 有 量 lmg/L
溶 解 性 鉄 含 有 量 5mg/L
溶 解 性 マ ン ガ ン 含 有 量 5mg/L
ク ロ ム 含 有 量 0.5mg/L
大 腸 菌 群 数 3,000個 /cm3
窒 素 含 有 量 120mg/L
りん 含 有 量 16mg/L

検 定 方 法

排水基準を定める省令の規定に基づ く環境大臣が定める排水基準に係 る検定方法 (昭 和 49年 9月 30
日環境庁告示第 64号 )1こ 定める方法
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ウ.土壌汚染

(ア )環境基準

環境基本法に基づ く土壌の汚染に係 る環境基準は、表 3-2-8,13に示す とお

りである。メホヽぉ、ダイオキシン類に係 る環境基準は、「工.ダ イオキシユ/頼 Jの 項

に記す。

(イ )農用地上壌汚染対策地域の指定要件

農用地の上壌の汚染防止等に関す る法律 に基づ く農用地土壌汚染対策地域の

指定要件 (要 点抜粋)は、表 3-2-8.14に 示す とお りである。

事業実施区域及び周辺においては農用地上壌汚染対策地域の指定はない。

(ウ )土壊汚染対策法による指定区域の指定基準

土壌汚染対策法に基づく指定区域の指定に係る基準は、表 3-2-8.15に 示す

とおりである。

事業実施区域及び周辺においては指定区域の指定はない。
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項   目 環 境 上 の 条 件

カ ドミウム 検液 1と につき 0,01mg以 下であ り、かつ農用地においては米 l kg

につき 0.4mg以 下であること

全 シア ン 検液中に検出されないこと

有機燐 検液中に検出されないこと

鉛 検液 lLに つき 0.01mg以 下であること

六価 クロム 検液 lLに つき 0,05mg以 下であること

砒 素
検液 lLに つき 0.01mg以 下であ り、かつ農用地 (日 に限る。)に おいて

は、土壌 l kgに つき 15mg未 満

総水銀 検液 lLに つき 0.0005mg以 下であること

アル キル 水銀 検液中に検出されないこと

PCB 検液中に検出され ないこと

金同 農用地 (田 に限る。 )|こ おいて、土壌 lkgに つき 125mg未 満
ジクロロメタン 検液 lLに つき 0 02mg以 下であること

四塩化炭素 検液 lLに つき 0 002mg以 下であること

1,2-ジ クロロェ タン 検液 11′ につき 0,004mg以 下であること

1,1ジ ク ロ ロェ チ レン 検液 lLに つき 0.lmg以 下であること

シス 1,2ジ クロ ロエ チ レン 検液 lLに つき 0.04mg以 下であること

1,1,1ト リク ロロエ タ ン 検液 lLに つき l mg以 下であること

1,1,2ト リクロロエタン 検液 1と につき 0,006mg以 下であること

トリクロロエチ レン 検液 1と につき 0.03mg以 下であること

テ トラクロロエチ レン 検液 1と につき 0 01mg以 下であること

1,3ジ ク ロロプ ロペ ン 検液 lLに つき 0 002mg以 下であること

チ ウラム 検液 lLに つき 0.006mg以 下であること

シマ ジン 検液 lLに つき 0 003mg以 下であること

チオベ ンカルブ 検液 lLに つき 0 02ng以 下であること
ベ ンゼ ン 検液 1し につき 0 01mg以 下であること

セ レ ン 検液 1と につき 0.01mg以 下であること

ふ つ素 検液 lLに つき 0.8mg以 下であること

イERう 素 検液 lLに つき l mg以 下であること

この環境基準は、汚染が もつぱ ら自然的原 因によることが明 らかであると認め られ る場所及び原材料の

堆積場、廃棄物の埋立地その他の上表の項 目の欄 に掲 げる項 目に係 る物質 の利用又は処分を目的 として

現に これ らを集積 している施設に係 る土壌 については、適用 しない。

備 考 :1)環 境上の条件の うち検液 中濃度に係 るものにあつては付表に定める方法によ り検液を作成 し、
これを用いて測定を行 うもの とす る。

2)カ ドミウム、鉛 、六価 クロム、砒素、総水銀 、セ レン、ふ っ素及びほ う素に係 る環境上の条件
の うち検液 中濃度 に係 る値 にあつては、汚染土壌が地下水面か ら離れてお り、かつ、原状にお
いて当該地 下水 中のこれ らの物質の濃度 がそれぞれ地下水 lLに つき 0.01mg、 0.01ng、 0.05mg、

0.01mg、 0 0005mg、 0.01mg、 0,3ng及 び lmgを 超えていない場合には、それぞれ検液 1し につ き
0 03mg、  0.03mg、  0 15mg、 0 03mg、 0.0015mg、  0 03mg、 2,4mg及 び 3mgと す る。

3)「検液 中に検出 されない こと」 とは、当該沢1定 項 目毎に指定 された測定方法によ り沢1定 した場

合 において、その結果が当該方法の定量限界 を下回ることをい う。
4)有機燐 とは、パ ラチオン、メチルパ ラチオ ン、メチル ジメ トン及び EPNを い う。

表 3-2-8.13 土壌の汚染に係 る環境基準

「平成 22年 6月 環告第 37号 」
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表 3-2-8.14 農用地上壌汚染対策地域の指定要件 (要 点抜粋 )

特定物質物質 カ ドミウム及 びその化合物 銅及びその化合物 砒 素及 びその化 合物

指定基準 米 l kgに つ き 0,4 ng以 上
土壌 l kgに つ き 125 mg以 上

(田 に限 る)

土壌 l kgに つき 15皿g以 上

(田 に限 る)

項   目 溶 出量基準 含有量基準

第

種
特
定
有
害
物
質

四塩 化炭 素 0.002 mg/L以 下

1,2-ジ ク ロロエ タン 0 004 mg/L以 下

1,1ジ クロロェチ レン 0 02 mg/L以 下

シス 1,2ジ クロロエチ レン 0,04 mg/L以 下

1,3ジ ク ロロプ ロペ ン

ジク ロロメ タン

0.002 mg/L以 下

0.02 mg/L以 下

テ トラク ロ ロエチ レン

1,1,1ト リクロロエ タン

0.01 mg/L以 下

l mg/L以 下

1,1,2ト リク ロロエ タン 0,006 ng/L以 下

トリクロロエチ レン 0 03 mg/L以 下

ベ ンゼ ン 0,01 mg/L以 下

第

種
特
定
有
害
物
質

カ ドミウム及びその化合物 0 01 mg/L以 下 150 mg/kg以 下

六価 クロム化合物 0,05 mg/L以 下 250 mg/kg以 下

シア ン化合物 検出 されないこと (遊離シアン)50 mg/kg以 下

水銀及びその化合物

水銀が 0.0005 mg/L以 下、

かつ、アルキル水銀が検出

されないこと

15 ng/kg以 下

セ レン及びその化合物 0.01 mg/L以 下 150 ng/kg以 下

鉛及びその化合物 0.01 mg/L以 下 150 mg/kg以 下

砒素及びその化合物 0.01 mg/L以 下 150 mg/kg以 下

ふっ素及びその化合物 0 8 mg/し 以下 4,000 mg/kg以 下

ほ う素及びその化合物 l mg/L以 下 4,000 mg/kg以 下

第
二
種
特
定
有
害
物
質

シマ ジン 0 003 mg/L以 下

チオベンカルブ 0 02mg/L以 下

チ ウラム 0.006 ng/L以 下

ポ リ塩化 ビフエ ニル 検出 されないこと

有機 りん化合物 検出 されないこと

表 3-2-8.15 土壌汚染対策法による指定区域の指定基準

「昭和 46年 茂令第 204号
|

「平成 14年 環令第 29号 」
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エ ダイオキシン類

(ア )環境基準

ダイオキシン類対策特別措置法に基づ くダイオキシン類 による大気の汚染、水

質の汚濁 (水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係 る環境基準は、表 3-
2-8.16に 示す とお りである。

表 3-2-8,16 ダイオキシン類に係る環境基準

注 1)大 気 の汚染に る環境基準は、工業専用地域、車 その他の一般公 が通常生活 していない地域又は場所に
ついては適用 しない

2)水 質 (水 底の底質の汚染を除 く)の 汚濁に係 る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する
3)水 底の底質の汚染に係 る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する
4)土壌の汚染に係 る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であつて、外部から適切に区別 されている施設

に係 る土壌については適用 しない
「平成 11年 環告第 68号」

(イ )維持管理の基準

最終処分場か らの放流水については、「ダイオキシン類対策特別措置法に基づ

く廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令」(平成 12年 総理府・厚生

省令第 2号 )に より放流水の濃度の許容限度が定められてお り、ダイオキシン類

対策特別措置法施行規則 (平成 11年 総理府令第 67号 )に 定められている許容限

度 (10 pg TEQ/L)イ こ適合す るよう維持す ることとされている。

オ.騒 音

(ア )環境基準

環境基本法に基づ く騒音に係 る環境基準は、一般地域、道路に面す る地域、飛

行場周辺の地域、新幹線沿線の地域別に設定 されている。

一般地域及び道路に面す る地域の騒音に係 る環境基準は表 3-2-8,17、 環境

基準の類型を当てはめる地域は、表 3-2-8,18に示す とお りである。

事業実施区域は、用途地域が指定 されていない地域であることか ら、環境基準

は当てはめられていない。

媒  体 基 準 値 測 定 方 法

大  気 0 6 pg― TEQ/ず 以下

ポ リウ レタンフォームを装着 した採取筒 をろ紙

後段 に取 り付けたエアサ ンプラーにより採取 し

た試料 を高分解能 ガス クロマ トグラフ質量分析

計によ り測定する方法

水 質

(水 底の底質の汚染を除 く)

l pg― TEQ/L以 下 日本工業規格 K0312に 定める方法

水底の底質 150 pg― TEQ/g以 下

水底 の底質中に含 まれ るダイオキシン類をンッ

クス レー抽出 し、高分解能 ガスクロマ トグラフ

質量分析計により測定す る方法

土  壌 1,000 pg― TEQ/s以 下

土壌 中に含まれ るダイオキシン類 をソックス レ

ー抽 出 し、高分解能 ガスク ロマ トグラフ質量分

析計によ り測定す る方法

1)基 準値は、2,3,7,8四 塩化ジベ ンゾーパ ラージオキシンの毒性 に換算 した値 とする。
2)大気及び水質 (水 底 の底質 を除 く)の 基準値 は、年間平均値 とす る。
3)土 壌 にあっては、環境基準が達成 されている場合であって、土壌 中のダイオキシン類の量が

250pg TEQ/g以 上の場合には、必要な調査を実施することとする。

備 考
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基 準 値

昼  間 夜  間
地域 の類型

50(1日 以 下 40dB以 下AA

55dB以 下 45dB以 下A及 び B

60dB以 下 50dB以 下C

表 3-2-8.17 騒音に係 る環境基準

注 1)時間の区分は、昼間を か ら 後 10時 までの間とし、夜間を午後 10時 か

ら翌 日の午前 6時 までの間とする

2)AAを 当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合 して設置される地

域など特に静穏を要する地域 とする

3)Aを 当てはめる地域は、専ら住居の用に供 される地域 とする

4)Bを 当てはめる地域は、主として住居の用に供 される地域 とする

5)Cを 当てはめる地域は、相当数の住居 と併せて商業、工業等の用に供 される地

域 とする

ただ し、次表に掲げる地域に該当す る地域 (以 下、「道路に面す る地域」とい う。)

については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとお りとす る。

注 ) とは、 1縦列の 自動車が安全かつ円滑に走行す るために必要な一定の幅員を有する帯状

の車道部分 をい う

この場合において、幹線交通を担 う道路に近接す る空間については、上表にかかわ

らず、特例 として次表の基準値の欄に掲げるとお りとす る。

基  準  値

昼  間 夜  間

70dB以 下 65dB以 下

備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生

活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準 (昼

間にあつては 45dB以 下、夜間にあつては 40dB以下)に よることができる。

「平成 10年 環告第 64号 」

表 3-2-8.18 県境基準の類型を当てはめる地域の指定

地域の類型 指 定 地 域

A 第 1種区域

B 第 2種区域 (第 1特別地域を除く)

C 第 3種区域、第 4種区域 (工業専用地域を除く)、 第 1特別地域

注)指定地域の区分の詳細は表 3-2-819の備考 2に示す。

6

基 準 値

昼  間 夜  間
地 域 の 区 分

60dB以 下 55dB以 下A地域の うち 2車線以上の車線を有する道路に面する地域

65dB以 下 60dB以 下
B地域の うち 2車線以上の車線を有する道路に面する地域

及び C地域のうち車線を有する道路に面する地域
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備

(イ )規制基準等

a 特定工場騒音

騒音規制法及び君津市環境保全条例に基づ く特定工場騒音に係 る規制の状況

は表 3-2-8.19に示す とお りである。

事業実施区域は、君津市環境保全条例により 「その他の区域Jに指定 されてい

る。

表 3-2-8.19 騒音規制法及び君津市環境保全条例に基づ く特定工場等に係 る規制基準

第 2種区域、第 3種 区域及び第 4種 区域に所在す る学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、
図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね 50m以 内の区域における基準値は、表に掲げるそれぞれ
の基準値から 5dBを 減 じた値を基準値 とする。

1 域、第 2種 区 第 4種 区域の区分は、次の表のとお りと る

「平成 24年 君津市告示第 39号」
「平成 15年 君津市規則第 37号 」

2 3

時間区分

区域区分

昼間 :午前 8時から午後 7時

まで
朝・夕 :午前6時から午前8時ま

で及び年後7時から午後 10時まで

夜 :午後 10時から翌日の午前

6時まで

第 1種 区域 50 dB以 下 45 dB以 下 40 dB以 下

第 2種区域 55 dB以 下 50 dB以 下 45 dB以 下

第 3種区域 65 dB以 下 60 dB以 下 50 dB以 下

第 4種区域 70 dB以 下 65 dB以 下 60 dB以 下

その他の区域

(市条例 )

60dB以 下 55dB以 下 50dB以 下

第 1種区域 第 1種 低層住居専用地域、第 1種 中高層住居専用地域及び第 2種 中高層住居専用地域

第 2種区域

第 1種 住居地域、第 2種住居地域、準住居地域及び第 1特別地域 (準 工業地域及び工業地域の うち、

第 1種低層住居専用地域、第 1種中高層住居専用地域又は第 2種 中高層住居専用地域に接する地域
であ り、かつ、第 1種低層住居専用地域、第 1種 中高層住居専用地域又は第 2種 中高層住居専用地

域の周囲 50メ ー トル以内の地域をい う。)並 びに大字泉字南田、竹 ノ下、越掘、星谷、泉台及び鍛

冶屋前の全部の地域、大字中島字タカギワ、ボチヤシキ、和国下、久保田及び木ノ下の全部の地域、
大字法木作字西畑 88番 の 1地先から大字六手字沖田 351番 の 3地 先までの県道荻作君津線の両側 200

メー トルの地域、大字六手字沖田 259番 の 4地先か ら大字中島字中島 292番 の 9地先 までの市道六

手中島線の両側 200メ ー トルの地域、大字中島字北原田 647番 の 3地 先か ら大字福岡字西根 472番
の 1地先までの市道君津清和線の両側 200メ ー トルの地域、大字福岡字西根 473番の 1地 先から字

高原 218番の 1地 先までの県道小櫃佐貫線の両側 200メ ー トルの地域、大字福岡字高原 217番 の 1

地先か ら大宇西粟倉字田縁 132番の 1地先までの市道君津清和線の両側 200メ ー トルの地域、大字
西粟倉字天神 131番 の 2地 先か ら 130番 の 1地 先までの県道久留里鹿野山湊線の両側 200メ ー トル

の地域、大字塚原字代畑 111番 の 1地先か ら字仲町 69番 の 2地 先までの市道塚原行馬線の両側 200

メー トルの地域、大字西粟倉字湯ノ上 120番の 1地先か ら大字東粟倉宇七福 415番 の 1地 先までの

国道 465号 の両側 200メ ー トルの地域、大字内箕輪 1丁 目 27番 の 1地先から大宇東粟倉宇七福 415

番の 2地 先までの県道君津鴨川線の両側 100メ ー トルの地域の うち第 1種 区域又は第 3種 区域に含
まれる地域を除く地域、大字青柳字天王原及び東天王原の全部の地域、大字青柳宇スダ レ 172番 の 2

地先か ら木更津市境界までの国道 410号の両側 200メ ー トルの地域、大字吉野字尾代場 180番 の 1

地先か ら大字末吉字後宿 898番地先までの県道加茂木更津線の両側 100メ ー トルの地域、大宇末吉

字大六天 583番 の 3地先から大宇三田宇毛無田 270番 の 1地先までの県道加茂木更津線の両側 100

メー トルの地域、大字吉野字尾代場 180番 の 1地先か ら字走 口 117番 地先までの市道川谷小櫃線の

両側 100メ ー トルの地域、大字小市部字橋戸の全部の地域並びに大字久留里市場の全部の地域及び

大字久留里字安住の全部の地域の うち第 3種 区域に含まれ る地域を除 く地
'或

第 3種区域

近隣商業地域、商業地域、準工業地域 (た だ し、第 1特別地域を除く。)及 び第 2特別地域 (工業地域

及び工業専用地域の うち第 1種住居地域、第 2種住居地域、準住居地域に接す る地域であり第 1種
住居地域、第 2種住居地域、準住居地域の周囲 50メ ー トル以内の地域をい う。 )並 びに大字久留里

の 2地 先か ら字下町 595番 地先までの国道 410号 の両側 50メ ー トルの地域市場字上町 55番

第4種区域 工業地域 (た だ し、第 2特別地域を除く。)及 び工業専用地域

その他の区域 第 1種 区域、第 2種 区域、第 3種 区域及び第 4種 区域以外の地域
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特定建設作業騒音

騒音規制法に基づ く特定建設作業に係 る規制の状況は表 3-2-8.20(1)に

す とお りである。

事業実施区域及びその周辺は、規制地域に指定さ泊′ていない。

表 3-2-8.20(1)騒音規制法に基づく特定建設作業騒音に係る規制基準

注)第 1号 3-2-8 19の 備考 2に 示す第 1種区域、第 2種 び第 3種 区域、第 4種区域のうち学校、保 所

病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね 80m以内の区

域

第 2号 区域 :君津市告示第 38号 で指定されている区域の うち第 1号 区域以外の区域
「昭和 43年 厚生省、建設省告示第 1号 」

「平成 24年 君津市告示第 40号」

また、君津市環境保全条例に基づ く特定建設作業に係 る規制の状況は表 3-2-

8.20(2)に示す とお りである。

事業実施区域は、規制地域に指定 されていない。

表 3-2-8.20(2)君津市環境保全条例に基づく特定建設作業騒音に係る規制基準

b

一不

注 )
特

１

設 の種類は以下のとお りである (表 中の

くい打機 (も んけんを除 く。 )、 くい抜機又はくい打くい抜機 (圧 入式 くい打 くい抜機を除 く。)を 使用する

作業
びょう打機及びインパク トレンチを使用する作業

さく岩機 (ブ レーカーを除 く。)を使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあつては、 1日 におけ

る当該作業に係 る 2地 点間の最大距離が 50mを 超えない作業に限る。 )

空気圧縮機 (電動機以外の電動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が 15kW以 上のものに限

る。)を使用する作業 (さ く岩機の動力として使用する作業を除 く。 )

コンクリー トプラン ト(混練機の混練容量が 045立方m以 上のものに限る。)又 はアスフアル トプラン ト(混

練機の混練容量が 200 kg以 上のものに限る。)を 設けて行 う作業 (そ ルタルを製造するためにコンクリー トプ

ラン トを設けて行 う作業を除く。 )

鋼球を使用 して建築物その他の工作物を破壊する作業

舗装版破砕機を使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日 における当該作業に係る 2

地点間の最大距離が 50mを 超えない作業に限る。 )

ブレーカー (手持式のものを除 く。)を 使用する作業 (作 業地点が連続的に移動する作業にあつては、 1日 に

おける当該作業に係 る 2地点間の最大距離が 50mを 超えない作業に限る。 )

ブル ドーザー、パワーショベル、パ ックホーその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業

振動ローラーを使用する作業

「平成 15年 君津市規則第 37号」

と対応す る。 )。

2

3

1日 当た り

の作業時間

同一場所で

の作業 日数

作業でき

ない 日
敷地の境界における

騒音の大きさ

作業できない

時間帯
地域の区分

10時 間″

超 えない
85dBを超 えない こ と

午後 7時か ら

翌 日午前 7時 まで第 1号 区域
連続 6日 間

を超 えな い

日曜 日

そ の他 の

休 日午後 10時 か ら

翌 日午前 6時 まで

14時 間を

超 えない第 2号 区域 85dBを 超 えないこと

1～ 5 6´～ 10特定建設作業の種類 Iヒ )

80 dB85 dB敷地境界線における騒音の限度

午後 7時 か ら翌 日の午前 7時まで作業禁止時間

10時 間以 内1日 にお け る延 べ時 間数

連続 して 6日 以内同一場所における作業期間

禁  止日曜 日その他の休 日における作業
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d

C .特定作業騒音

君津市環境保 全 条例 に よれ ば、特定作業 に係 る騒音規制の状況は表 3-2-
8,19に示す とお り定められている。事業実施区域は、君津市環境保全条例によ

り「その他の区域Jに 指定されている。なお、市原市では特定作業騒音に係 る規

制は行われていない。

,自 動車騒音

騒音規制法に基づ く指定地域内の自動車騒音の要請限度は、表 3-2-8.21,22
に示す とお りである。

事業実施区域及びその周辺は、規制地域に指定 されていない。

表 3-2-8.21 騒音規制法に基づ く自動車騒音の要請限度

注 1)時 間の区分は、昼間を午前 6時 から午後 10 までの間 とし、 間 を 後 10 か ら翌 日の午
前 6時 までの間とす る。
a区域は、専 ら住居の用に供 される地域 とする。
b区域は、主として住居の用に供 される地域 とする。
c区域は、相当数の住居 と併せて商業、工業等の用に供 される地域 とす る。

ただ し、上表に掲げる区域の うち、幹線交通を担 う道路に近接す る区域 (二 車

線以上の車線を有す る道路の場合は道路の敷地の境界線か ら 15メ ー トル、三車線

を超える車線を有す る道路の場合は道路の敷地の境界線か ら 20メ ー トルまでの

範囲をい う。)に係 る限度は次表に掲げるとお りとする。

幹繰交通 を担 う道路に近接す る区域の 自動車騒音の限度

昼  間 夜  間

75dB 70dB

「平成 12年 総理府令第 15号 」

表 3-2-8.22 自動車騒音の限度の区域の区分を当てはめる地域の指定

区域の区分 指 定 地 域

a 第 1種区域

b 第 2種区域

C 第 3種区域、第 4種区域

注)指定地域の区分の詳細は表 3-2-819の備考 2に示す。
「平成 24年 君津市告示第 41号 J

２

３

４

限   度時間の区分

区域の区分 昼  間 夜  間

a区域及び b区域の うち一車線 を有す る道路に面す る区域 65dB 55dB

a区域の うち二車線以上の車線 を有す る道路に面す る区域 70dB 65dB

b区 域の うち二車線以上の草線 を有す る道路に面す る区域及び

c区域の うち車線 を有す る道路に面する区域
75dB 70dB
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備考

1

力 振 動

(ア )特定工場振動

振動規制法に基づ く特定工場振動に係 る規制の状況は表 8-2-8.23に示す と

お りである。

事業実施区域は、君津 H]環境保全条例により「その他の区域」に指定 されてい

る。

表 3-2-8.23 振動規制法及び君津市環境保全条例に基づ く特定工場等の規制基準

第 1種 区域及び第 2種 区域に所在する学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館、特別

養護老人ホームの敷地の周囲おおむね 50m以 内の区域における基準値は、表に掲げるそれぞれの基準値から

5dBを 減 じた値を基準値 とする。
0ヾ 2種 区 の 区 は、次の表の とお りとする。2 1

時 間 [メr分

区l“戎区分
昼間 〔午前 8時から午後 7時まで 夜間 :午後 7時から翌日の午前 8時まで

第 1種 区域 60dB以 下 55dB以下

第 2種 区域 65dB以下 60dB以 下

その他の区域 (市条例 ) 60dB以下 55dB以 下

第 1種区域

第 と種低層住居専用地域、第 1種 中高層住居専用地域、第 2種 中高層住居専用地域、第 1種 住居地

域、第 2種住居地域及び準住居地域並びに大宇泉字南田、竹 ノ下、越掘、星谷、泉台及び鍛冶屋前

の全部の地域、大宇中島字タカギワ、ボチヤシキ、和田下、久保田及び木ノ下の全部の地域、大字

法木作字西畑 88番 の 1ナliフ牛から大字六手字沖田 351番 の 3地 先までの県道荻作君津線の両側 200メ

ー トルの地域、大宇六手字沖田 259番 の 4地先から大字中島字中島 292番 の 9地先までの市道六手

中島線の両側 200メ ー トルの地域、大字中島字北原田 647番 の 3地 先か ら大字福岡字西根 472番 の 1

地先までの市道君津清和線の両側 200メ ー トルの地域、大宇福岡字西根 473番 の 1地 先から字高原

218番 の 1地 先までの県道小櫃佐貫線の両側 200メ ー トルの地域、大字福岡字高原 217番の と地先か

ら大字西粟倉字田縁 132番 の 1地先までの市道君津清和線の両側 200メ ー トルの地域、大字西栗倉

字天神 131番 の 2地先から 130番 の 1地先までの県道久留里鹿野山湊線の両側 200メ ー トルの地域、

大字塚原字代畑 111番 の 1地 先から字仲町 69番の 2地先までの市道塚原行馬線の両側 200メ ー トル

の地域、大字西栗倉宇易ノ上 120番 の 1地 先から大卒東粟倉字七福 415番 の 1地先までの国道 465

号の両側 200メ ー トルの地域、大宇内箕輪 1丁 目 27番 の 1地先から大字東粟倉字七福 415番 の 2地

先までの県道君津鴨川線の両側 100メ ー トルの地域の うち第 2種区域に含まれ る地域を除く地域、

大字青柳字五王原及び烹下T原 の全部の地城 ,大 字青和Π字スダレ 172番の 2七lll缶 か ら木耳津市常界

までの国道 410号 の両側 200メ ー トルの地域、大字吉野字尾代場 180番の 1地先から大字末吉字後

宿 898番 地先までの県道加茂木更津線の両側 100メ ー トルの地域、大字末吉字大六天 583番 の 3地

先か ら大字三田宇毛無田 270番 の 1地 先までの県道加茂木更津線の両側 100メ ー トルの地域、大字

吉野字尾代場 180番 の 1地 先から字走口 117番 地先までの市道川谷小櫃線の両側 100メ ー トルの地

域、大字小市部字橋戸の全部の地域並びに大字久留里市場及び大字久留里字安住の うち第 2種 区域

に含まれる地域を除く地域

第 2種 区域
近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びに大学久留里市場字上町 55番 の 2地先から

字下町 595番地先までの国道 410号 の両側 50メ ー トルの地域

その他の区域 第 1種 区域及び第 2種 区域以外の区域 (た だ し、工業専用地域を除く。 )

「平成 24

「平成 15

君

君

年

年

津市告示第 44号 J

津市規則第 37号 」

(イ )特定建設作業振動

振動規制法に基づく特定建設作業振動に係 る規制の状況は、表 3-2-8.24(1)

に示す とお りである。

事業実施区域は、規制地域に指定 されていない。
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地域 の 区分
敷 地 の境 界 にお け る

振 動 の大 き さ

作業できない

時間帯

1日 当た り

の作業時間

同一場所で

の作業 日数

作業でき

ない 日

第 1号 区域
午後 7時か ら

翌 日午前 7時 まで

10時 間を

超 えない

第 2号区域

75dBを超 えないこと
午後 10日寺か ら

翌 日午前 6時 まで

14時 間を

超 えない

連続 6日 間

を超 えない

日曜 日

その他 の

休 日

表 3-2-8.24(1)振 動規制法に基づ く特定建設作業振動に係 る規制基準

注 ) 1号 区域 :表 3-2-823の 2に 示す第 1種区域、第 2種区域、ただし、工 については、学校、保育所、

第 2号 区域

病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームの 80m以内の区域に限る。
君津市告示第 43号 で指定 されている区域の うち第 1号 区域以外の区域

「昭和 51年 総理府令第 58号」
「平成 24年 君津市告示第 45号 J

また、君津市環境保全条例に基づ く特定建設作業に係 る規制の状況は、表 3-
2-8.24(2)に 示す とお りである。

事業実施区域は、規制地域に指定 されていない。

表 3-2-8.24(2)君 津市環覧保全条例に基づ く特定建設作業振軸に係 る規制基準

注)特定建設作業の種類は、騒音の表 3-2-820(2)の 注に示す (表 中の数字 と対応する。 )。
「平成 15年 君津市規則第 37号 J

(ウ )特定作業振動

君津 市環境保全条例 に よれ ば、特定作業に係 る振動規制 の状況 は表 3-2-
8.23に 示す とお り定められている。事業実施区域は、君津市環境保全条例によ

り「その他の区域Jに指定 されている。

(工 )道路交通振動

振動規制法に基づ く指定地域内の道路交通振動の要請限度は、表 3-2-8.25
に示す とお りである。

事業実施区域は、指定区域外 となっている。

表 8-2-8,25 振動規制法に基づ く道路交通振動の要請限度

注)指定地域の区分の詳細は表 3-2-8.23の備考 2に示す。

「昭和 51年 総理府令第 58号」
「平成 24年 君津市告示第 46号 」

特定建設作業の種類注)

1、  4、  6～ 10

敷地境界線 における振動の限度 75 dB

作業禁止時間 午後 7時か ら翌 日の午前 7時 まで

1日 における延べ時間数 10時 間以 内

同一場所 における作業期間 連続 して 6日 以内

日曜 日その他の休 日における作業 禁  止

時 間区分 限   度

昼間 :午前 8時 か ら午後 7時まで 夜間 :午後 7時 か ら翌 日の午前 8時 まで

第 1種 区域 65dB 60dB

第 2種 区域 70dB 65dB
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キ 悪 臭

(ア )悪臭防止法による規制

悪臭防止法では、①敷地境界線の地表における大気中の特定悪臭物質の濃度、

②事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口に

おける気体中の特定悪臭物質の濃度、③事業場から排出 され るものの当該事業場

の敷地外における排出水中の特定悪臭物質の濃度について、規制基準が定められ

ている。

敷地境界線の地表における大気中の特定悪臭物質の君津市の規制基準は、表 3

-2-8,26、 排出口における気体中の特定悪臭物質の規制基準は、表 3-2-8.27、

排出水中の特定悪臭物質の規制基準は、表 8-2-8.28に 示す とお りである。

君津市では、都市計画法に基づ く用途地域を悪臭規制地域 としてお り、事業実

施区域には、悪臭規制地域の指定はない。

また、市原市でも都市計画法に基づ く用途地域を悪臭の規制地域 としてお り、

事業実施区域に近接す る地域には悪臭の規制地域の指定はない。

表 3-2-8.26 事業場の敷地境界線の地表における規制基準

特定悪臭物質の種類 規 制 基 準 (ppm)

ア ンモ ニ ア 1以 下

メチル メル カプ タン 0.002以下

硫化水 素 002以下

硫 化 メチル 0.01以下

二硫化 メチル 0009以 下

トリメチルア ミン 0005以 下

アセ トアルデ ヒ ド 0.05以下

プロピオンアルデ ヒ ド 005以下

ノルマルブチルアルデ ヒ ド 0.009以下

インブチルアルデヒド 0,02以下

ノル マルノミレル アルデ ヒ ド 0,009以下

イ ンバ レルアルデ ヒ ド 0003以 下

イ ンブタノール 09以 下

酢酸エチル 3以下

メチルイ ンブチルケ トン 1以 下

トルエ ン 10以 下

スチ レン 0.4以 下

キシ レン 1以 下

プロピオン酸 0.03以 下

ノルマル酪酸 0,001以下

ノルマル吉草酸 0.0009以下

イ ツ吉革酸 0001以 下
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表 3-2-8.27 排出口における気体中の特定悪臭物質の規制基準

排出 口にお ける特定悪臭物質の規制基準は、次式によ り算出 して得た流量 とする。
q=0,108× H c2× cm
q:流 量 (単位 は、0℃ 、 1気圧 の状態 に換算 したポ/時 )

Hc:次項 に規定す る方法によ り補正 された排 出 口の高 さ(m)
Cm:以下に示す敷地境界の地表における大気 中の規制基準値

対象 とす る特定悪臭物質 規制基準 Cm(ppm)
ア ンモ ニ ア 1以 下

硫化水素 002以下

トリメチルア ミン 0,005以 下

プロピオンアルデヒド 0.05以下

ノルマル ブチル アルデ ヒ ド 0.009以下

インブチルアルデヒド 002以下

ノルマルノミレルアルデ ヒ ド 0,009以下

イ ンバ レルアルデ ヒ ド 0.003以下

イ ンブタノール 09以 下

酢酸エチル 3以 下

メチルイ ンブチル ク トン 1以下

トルエ ン 10以 下

キ シ レン 1以下

表 3-2-8.28 排出水 中の特定悪臭物質の規制基準

注)有効数字 1 で判断する。 (測 定値も有効数宇 1桁 )

「昭和 47年 総令第 39号 」
「平成 24年 君津市告示第 47号 」

「昭和 47年 総令第 39号」
「平成 24年 君津市告示第 47号 J

対象 とす る特定悪臭物質 排出水の量 (ポ /秒 ) 規制基準 (mg/L)

0,001以 下 0,03以下

0.001を超 え 0.1以 下 0007以 下メチル メル カプ タン

0,1を超 える 0,002以下

0.001以 下 0.1以 下

0.001を超 え 0,1以 下 0,02以 下硫化水素

0.1を 超 える 0005以 下

0,001以 下 0.3以 下

0001を 超 え 01以 下 0.07以 下硫化 メチ ル

01を 超 える 001以下

0,001以 下 0.6以 下

0001を 超 え 0.1以 下 0.1以 下二硫化 メチル

0.1を 超 える 0.03以 下
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地 域 区 分 つF出 口 敷地境界

第 1種低層住居専用地域、第 2種低層住居専用地域、第 1種中高層住居専

用地域、第 2種中高層住居専用地域、第 1種住居地域、第 2種住居地域、

準住居地域

500程度 15程度

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業団地を除 く未指定地域 1,000程度 20程度

工業地域、工業専用地域、工業団地 2,000程度 25程度

(イ )千葉県による指導

千葉県は、臭気濃度の 目標値 を表 3-2-8.29に 示す とお り定めてお り、事業

実施区域は 「工業団地を除 く未指定地域Jに該当 している。

表 3-2-8.29 臭気濃度の千葉県指導 日標値

「悪臭防止対策の指針」 (昭 和 56年 6月 大第 90号 千葉県環境部長通知 )

(ウ )君津市環境保全条例による規制

君津市では、君津市環境保全条例により悪臭に係る規制基準を『周囲の環境等

に照らし、燕臭を発生 し、排出し、又は飛散する場所の周辺の人々が著 しく不快

を感ずると認められない程度』と定めている。

この規制は君津市企域を対象としたものであ り、事業実施区域は、この規制基

準の適用を受ける。

ク 地盤沈下

千葉県では、地下水の無秩序な採取を規制 して地下水資源を保護す るとともに地

盤沈下を未然に防止す る観点から、千葉県環境保全条例による地下水採取規制地域

(指 定地域)の設定により、地下水採取の規制を行ってお り、君津市では、市全域

が指定地域 となつている。指定地域内では、揚水施設 (揚水機の吐出口断面積が 6

cだ を超えるもの)に よ り地下水を汲み上げ、「特定用途」に利用 しようとす るときは、

吐出日の断面積に応 じて知事 (21∬以上)ま たは市長 (21 cf未 満)の 許可を要す る

こととなつている。 また、君津市環境保全条例では、県条例に定める特定用途以外

の目的で揚水施設を設置 しようとするときは、特定施設 として届出を義務付けてい

る。 さらに、規制対象外の井戸 (揚水機の吐出口断面積が 6訴以下)の設置につい

ても、現地の確認等 を実施 している。

事業実施区域は、これ らの規制の適用を受ける。
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ケ 温室効果ガス

地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響 を及ぼす ものであり、気候変動に関す

る国際連合枠組条約 (気候変動枠組条約)及 び第 3回気候変動枠組条約締結国会議

(京都会議)の 経過 を踏まえ、気候系に対 して危険な人為的干渉を及ぼす こととな

らない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化 させ地球温暖化 を防止す

ることが人類共通の課題であ り、すべての者が 自主的かつ積極的にこの課題に取 り

組むことが重要であるとして、平成 10年 10月 に 「地球温暖化対策の推進に関する

法律」が制定 された。

この法律に基づき、平成 18年 4月 に「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」

が施行 されている。これは、温室効果ガスの排出者 自らがりに出量を算定す ることで、

自らの排出実態を認識 し、自主的取 り組みのための基盤 を確立するとともに、排出

量の情報を可視化す ることにより、国民・事業者全般の自主的取組を促進 し、その気

運を高めることを目指 したものである。

本制度においては、①温室効果ガスの種類 ごとに定める当該温室効果ガスの排出

を伴 う活動 (排 出活動)が行われ、かつ、当該排出活動に伴 う排出量の合計量が当

該温室効果ガスの種類 ごとに C02換算で 3,000ト ン以上、②事業者全体で常時使用

する従業員の数が 21人以上、の 2要件 とも合致す る事業所については、毎年度、事

業所等 ごとに、温室効果ガス排出量等の報告事項を事業所管大臣に報告 しなければ

ならない。

新井総合施設株式会社は特定排出者 (主 たる事業 :産業廃棄物処理業)と して毎

年度、環境大臣に 「温室効果ガス算定排出量等の報告書Jを提出 している。

(4)国土保全に係る指定及び規制の状況

事業実施区域周辺における国土保全に係 る法令等 による指定地等の状況は図 3-
2-8.3に 示す とお りであ り、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基

づ く急傾斜地崩壊危険区域、砂防法に基づ く砂防指定地及び森林法に基づ く保安林

があるが、事業実施 区域にはそれ らの指定はない。
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「千葉県土地利用基本計画図」 (平成22年3月 千葉県 )

「土砂災害危険箇所図 訛)55,56,61,62J(千 葉県ホーユ、ベージ)

「急傾斜地崩壊危険区 l口比J(千葉県ホーム/く―ジ)
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等

凡   例

保安林

増設ⅢL立地

既設Ⅲl!立 地
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(5)文化財の指定状況

ア.指定文化財

事業実施区域及びその周辺における指定文化財の分布状況は、表 3-2-8,30及
び図 3-2-8,4に 示す とお りである。

事業実施区域の北東約 300mに位置す る大福山自然林 は県指定の天然記念物に指

定 されているが、事業実施区域内には指定文化財はない。

表 3-2-8,30 指定文化財の状況

出典 :「 千葉県の文化財の指定状況J(千葉県教育委員会ホームページ)

「平成 25年版 君津市統計書 (平 成 27年 3月 発行 )」 (君 津市ホームページ)

イ 埋蔵文化財

事業実施 区域及びその周辺における周知の埋蔵文化財 の分布状況は、表 3-2-
8.31及 び図 3-2-8.5に 示す とお りである。

事業実施区域内には、埋蔵文化財の分布はない。

区   分 名  称 所 在 地 指定年月 日 備   考

県指定
天然

記念物
大福 山自然林

市原市石塚

字杉賀文田546
日召不日47年 1月 28日 千葉県文化財保護条例

市指定 建造物 大 日堂
君 津 市怒 田

1742の  1
昭和 50年 8月 4日

君津市文化財の保護 に関

す る条例
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表 3-2-8.31(1)埋 蔵文化財 の状況 (君津市 )

出典 :「ふさの国文化財ナビゲーションJ(千 葉県教育委員会ホームページ)

市

町

番

号 遺 跡 名 所 在 地 種 月町 時 代 立地・現状 遺構 。遺物

君

津

市

1
大門遺跡
(夕

｀
イモン)

浦 田 字 大

F弓
包 蔵地

縄 文 ,弥
生 ,古墳

段丘上。畑 縄 文土器 ,弥 生 土器 ,土 師器

2
久留里城跡

(ク アレリ)

久 留 里 字

城 山
城館跡 中近 世

山頂・山林 ,

水田,宅地

曲輪,腰 曲輪,空堀,土塁,土橋 , ,虎
口,井戸,配石遺構・瓦,漆喰塊,鉄釘,陶
磁器 ,かわらけ 江戸期

3
怒 田砦跡

(ヌダ)

怒 田 宇 源
城館跡 中 世

丘 陵 上・山

林
砦跡

4
怒 田遺跡

(ヌタ)

怒 田 字 瓜

倉
包 蔵地 縄 文 台地上・畑 縄文土器

5

千 本 城 跡・千

本城 遺跡

(センホ
ヾ
ン)

広 岡

包 蔵 地 ,

城 館 跡 ,

生産跡

縄 文 ,中
世

尾 根 上・山

林

製鉄跡 ,多 郭 雑 形 ,曲 輪 ,腰 曲輪 ,空
堀 ,土 塁 ,虎 口・縄 文土器 ,磁器 ,石 製
品,鉄 津

6

用替 (大 戸見・

見附)遺跡

(ヨ ウガエ)

広 岡 宇 用

替
包蔵 地 糸騒文 (早 )

尾 根 上・山

林
土墳,炭 窯・縄 文土器 ,黒 曜石

7
朝見塚

(アサミ)

大 戸 見 宇

城ノ作
塚 中 世

丘 陵 上・山

林

8

大戸城跡(大戸

城ノ作遺跡)

(オオト)

大 戸 見 字

城ノ作

包 蔵 地 ,

城館跡

糸騒文 (早・

前),中 世

丘陵上・火田,

山林

曲輪 ,腰 曲輪 ,土 塁 ,空 堀 ,虎 口・縄文
土器 ,石 鏃ゥれ氏石

9
追善坊塚

(ツイセ
ヾ
ンホ'ウ

)

加 名 盛 字

下関、石崎
塚 中近世

段 丘 上・山

林
形状不 明

10
海老山遺跡
(エヒ'ヤマ)

加 名 盛 字

海 老 山
集落跡

縄 文 (中・

後),古墳

河 岸 段 丘

上・畑

住居跡 ,炉 跡 ,土 噴・縄 文土器 ,土 師
器,土 師片錘

11
柳城城跡

(ヤナシロ)

柳城字峰 城館跡 戦 国
丘 陵上・山

林,畑,宅地
曲輪,腰 曲輪 ,空堀 ,土橋 ,櫓 台

12
高水城 跡

(夕

ヾ
カミス')

高 水 字 宝

来
城館跡 戦 国

丘 陵上・山

林
曲輪,腰 曲輪 ,空 堀 ,土塁

13
藤林遺跡

(フ ゾハ
ヾ
ヤシ)

藤林宇寺ノ

代

包 蔵 地 ,

集落跡

旧 石 器 ,

糸亀文 (後 )

段 丘 上・水

田,畑 ,山林

旧石器 遺物集 中箇所 ,住居跡 ,竪 穴状
遺構 ,土坑 ,埋 甕・縄文土器 ,縄文石器

14
豊 田遺 跡

(卜 ]夕
｀
)

豊 田字上ノ
集落跡

縄 文 (中・

後)

段丘上・畑
住居跡 ,土 坑 ,遺 物包含層 。縄文土器 ,

石斧,石 鏃

15
前笹遺跡

(マ エサ'サ
)

笹宇前笹 包 蔵 地 縄 文
段 丘 上・山

林
縄文土器

16
中笹遺跡

(ナカサ・サ)

笹字中笹 包蔵地 縄 文 段 丘上 。畑 縄 文土器

17
坂畑南遺跡
(サ カハタミナミ)

坂 畑 字 横
尾

集落跡

縄 文 (中・

後),弥 生

,古墳

段丘上。畑 住居跡・縄文土器 ,弥生土器 ,土師器

18
坂畑遺跡

(サカハタ)

坂 畑 字 広

大寺
包蔵 地 縄 文

段丘上。畑

山林
縄文土器

19
代谷遺跡

(夕
'イ ヤツ)

坂 畑 字 代

谷
包蔵 地

縄 文 ,弥
生

丘 陵上・山

林
縄文土器 ,弥 生土器

20
荏柄城跡

(エガラ)

折 木 沢 字

居柄
城館跡 中 世

丘 ['兵
乙上 ,台

地上・山林

直線連郭 ,曲 輪 ,腰 曲輪 ,土 塁,土 橋 ,

井戸

21
滝原塚群
(タ キハラ)

滝 原 字 滝

原代
塚 中近世 台地上・畑

供養塚,円 形 8,4× 2m,陶 磁器,銭貨
(滝原塚第 1号塚 X3基 )

22
外原遺跡

(ツ トハラ)

径 生 字 外

原
包蔵 地 縄 文

台地上。畑 ,

山林
縄文土器

23
臼井台北遺跡
(ウ スイタ'イ キタ)

蔵 玉 字 隠
畑

包蔵地
糸亀文 (早・

前・中)

丘陵上。畑 縄文土器 ,打製石斧

24
日井台遺跡
(タ スイタ'イ

)

蔵 玉 字 臼

井台
包蔵地 縄 文

台地上・畑 ,

山林
縄 文土器

25
亀 山城跡
(カメヤマ)

蔵玉宇堀ノ

内
城館跡

縄 文 (中・

後),中 世

独立丘・畑 ,

水田,宅地

多郭雑形 ,曲 輪 ,腰 曲輪 ,空 堀,土 塁 ,

土橋 ,虎 口・縄 文 土器 ,青 磁碗 ,陶 磁

器 ,染 付碗 ,煙 管
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表 8-2-8.31(2)埋蔵文化財の状況 (市 原市 ,大 多喜町 )

出典 :「 ふさの国文化財ナビゲーションJ(千 葉県教育委員会ホームページ)

市

町

番

号 遺 跡 名 所 在 地 種 別 時 代 立地。現状 遺構・遺物

市

原

市

26

月崎城 ノ繊城

跡

(ツキリキゾョウノロン)

月崎字城ノ

越
城館跡 戦 国 丘陵・山林 (550× 210m),郭 ,空堀 ,土塁

27
長畑 遺跡

(ナ ーッハ
°
夕)

大楠遺跡

(オ オク'ス
)

国 本 字 長

火日

大 久 保 字

大楠

包 蔵 地 古 墳
河 岸 段 丘

面。文日
土師器

28 包蔵 地 不 明
河 岸 段 丘

面・水田
不明土器 ,鉄 滓 ,かわらけ

29
仲谷遺跡

(ナカヤツ)

大 久 保 字

仲谷
包 蔵 地 縄 文

河 岸 段 丘

面・畑
縄文土器

30
中代遺跡

(ナカタ'工
)

石 神 字 中

代
包 蔵 地

縄 文 (中・

後・晩 )

河 岸 段 丘

面・畑
縄文土器 ,石 棒

31
迎畑 遺跡

(ムカエーハ'夕
)

朝 生 原 字

迎畑他
包 蔵 地 縄 文

河 岸 段 丘

面・文田
縄文土器 ,黒曜石片

32
夕木城跡

(ユ ー ギ )

戸 面 字 タ

猫｀
城館跡

戦国～近

世

台 地 上 。山

林,宅地,畑

(950× 720m),郭 ,空 堀 ,土 塁 ,虎 口,井

33

朝 生 原 向 遺

跡

(ア ノウハ'ラ ムJウ
)

朝 生 原 字

向
包 蔵 地

縄 文 ,古
墳

台地上・畑 縄文土器 ,土師器

34
井戸堀遺跡

(イ ト
｀
デ)

戸面宇井戸

堀、朝生原

字井戸沢

包蔵地 縄 文 台地上・畑
縄文土器 ,土製 円盤 ,黒 曜石剥片 ,チャ

ート設1片

35

戸 面 向 行 人

塚

(ト ツ'ラ ムカエ)

戸面字向 塚 近 世
台地斜 面

山林
行人塚 33× lm

大

多

盲

町

36

小 日代 上ノ代

遺跡

(コタタ'イウエノタ
゛
イ)

小 田 代 宇
上ノ代

包蔵 地 中・近世
丘陵上・火日,

水田
かわらけ,陶 器

37
長崎遺跡

(す力
゛
サキ)

小 田 代 字

長崎
包 蔵 地

縄文(早 ),

古 墳 ,奈
良・平安 ,

中近世

段 丘 上

畑 ,水 田

縄文土器 (稲 荷台・田戸 下層),土 師器 ,

陶器 ,黒曜石

38

北ノ原 台下遺

跡

(キタノハラタ
｀
インモ)

筒森字北ノ

原台下
包蔵地

古 墳 ,中
・近世

丘陵上・畑 ,

山林
土師器 ,陶器

39
草敷町遺跡

(クサシキマチ)

筒 森 宇 草
苦放町

包蔵 地 中近世
丘陵上 。墓

地,荒地
かわらけ,∽器

40
永島屋敷跡

(ナ カ'シ マヤシキ)

筒森字堀ノ

内
城館跡 中近世

台地 上・宅

地,道路
郭 ,水 堀

41
筒森野中遺跡

(ツツ千ヅノす力)

筒 森 字 野

中
包蔵地 糸電文(前 )

段 丘 上・水

田
縄文土器

42
限山塚

(カキリヤマ)

筒 森 字 限

山
古 墳 古墳

丘陵斜 面・

山林
前方後円墳(25X15× 3m)
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9 その他の事項

(1)資源の利用の状況

ア.温 泉

事業実施区域周辺にけ、表 3-2-9,11「 示す温泉が分布 Lィ ている。

事業実施区域には、温泉の利用はない。

表 3-2-9.1 漏泉の状況

温 泉 名 所 在 地 泉  質

亀山温泉 君津市豊田 端化物泉

濃溝温泉 君津市笹 炭酸水素塩泉

七里川温泉 君津市黄和 国畑 硫黄泉

養老温泉 市原市戸面 塩化物泉

出典 :「 君津市観光情報」 (君 津市ホームページ)

イ.上石砂利採取

君津市及び市原市における土石砂利採取の状況は、表 3-2-9.2に 示す とお りで

ある。

事業実施区域には、土石砂利採取はない。

表 3-2-9,2 土石砂利採取の状況 (平成 23年度 )

出典 :「 データで見る千葉県の商工業」 (平 成 25年 3月 千葉県商工労働部 )

管  内

砂利採取 土採取 岩石採取

採取

場数

認可数量

(千 ∬)

採取

場教

認可数量

(千 ポ )

採取

場数

認可数量

(千 ∬)

保安課 (千葉市、市原市 ) 11 830 1 10

君津地域振興事務所

(木 更津市、君津市、富津市、袖 ヶ浦市 )

45 10,220 1 137

千葉県全体 98 13,041 34 726 7 3,495
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